
 

 

 

 

 
池田市では、次のとおり令和 8年 1月採用予定の会計年度任用職員の試験を実施します。 

募集内容については、次のとおりです。 

 

１． 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 
採用予定

人数 

受 験 資 格 

（池田市に通勤可能で、次の要件を同時に満たす人） 

心理相談員 1名 公認心理師あるいは臨床心理士の資格を有する方 

※国籍は問いません。 

※地方公務員法第 16条（欠格条項）に該当する方は受験資格がありません。 

１．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

２．池田市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

３．人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60条から第 63条までに

規定する罪を犯し処せられた者 

４．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２． 職務内容・勤務場所・報酬月額 

職務内容 勤務場所 勤務日数 勤務時間 報酬月額 

発達検査・発達相談・療育等 やまばと学園 週４日 
午前９時から 

午後５時まで 
2４７,３６９円 

＊期末勤勉手当支給。通勤に係る費用弁償支給。 

＊今後、給与改定の可能性があります。 

 

３． 勤務条件 

（身   分）  会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号）  

（任   期）  令和 8 年 1 月１日から令和８年３月３１日まで  

＊任用開始時期については相談に応じます。勤務実績により、更新の可能性あり  

 （休憩時間）  正午から午後１時まで  

 

４． 試験日程 

試験科目：書類選考の上、通過した方については面接試験あり。小論文は事前に履歴書とと  

もに提出  

面接日時：随時  

面接場所：池田市役所内会議室   ※面接場所及び日時については後日ご連絡いたします。  
 

５．受験手続 

（１）提出書類：履歴書（写真貼付済）、受験資格の確認できる書類の写し、小論文 

（２）小論文テーマ：いずれも 800字程度 「心理相談員の果たす役割について」 

（３）応募方法：上記書類を持参または郵送にて、やまばと学園（池田市旭丘１－１－１０）か発達支援課（池田

市役所４階⑯番窓口）へ提出してください。 

（４）受付期間：随時。ただし、候補者が決定次第、締め切ります。 

 

 

池田市会計年度任用職員（心理相談員） 

採用試験募集要項 令和 8年 1月採用 

 



６．社会保険及び公務災害等について 

厚生年金、健康保険、雇用保険の適用があります。公務中の災害には、条例に基づく公務災

害補償が適用されます。また、市職員に対して実施されている健康診断を受けていただきま

す。  

 

７．服務 

地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務命令  

に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等）が適用され

ます。また、懲戒の規定に該当する場合は、同法による処分の対象となります。  

 

８．合格発表 

 合否にかかわらず、応募者に対して郵送もしくは電話で通知します。（試験日より概ね２週間以内） 

 

９．その他 

・申込書（履歴書等）に記載された情報は、この採用試験の円滑な遂行のために用い、それ以外の目的には一切

使用しません。 

・申込書（履歴書等）の記載内容に不実の記載があった場合は合格取消、または免職となる場合があります。 

 

１０．ご応募・お問い合わせ先 

〒５６３-００２２  池田市旭丘１－１－１０  

  池田市立児童発達支援センター やまばと学園 

℡０７２-７６２-３２１８  

〒５６３-8666 池田市城南１－１－１  

池田市  子ども・健康部  発達支援課（市役所４階⑯番窓口）  

（直通）℡０７２-７５４-６１０２  

（代表）℡０７２-７５２-１１１１（内線 185）  

 
１１．会場（池田市役所）案内図 
 

 池田市府市合同庁舎　電話　０７２－７５４－６２０３
池田市城南１丁目１番１号
阪急電鉄宝塚線池田駅下車、東へ徒歩約５分

N

阪　急　池　田　駅

国　　道　　１　　７　　６　　号

池田駅前
公園

池田府市
合同庁舎

池田郵便局

至宝塚 至梅田

中央公民館 池田警察署

 


